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土庄町自家消費型家庭用太陽光発電設備等設置費補助金交付予約申請書

土庄町長　様
	届出日
	　　年　　月　　日

	届出者情報
	郵便番号
	〒

	
	住所
	

	
	名前
	

	
	電話番号
	



　土庄町自家消費型家庭用太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱第６条第１項の規定により、次のとおり関係書類を添えて届け出ます。

	１　届出概要
	届出方法
(該当するものを選択)
	□申請者本人　□手続代行者

	
	設置場所
(該当するものを選択)
	□届出者住所と同じ　□その他(下記に記載)

	
	郵便番号
(その他の場合に記載)
	〒

	
	住所
(その他の場合に記載)
	

	
	住宅の種類
(該当するものを選択)
	□専用住宅　　□兼用住宅

	
	設置工事契約日
	　年　月　日

	
	工事着手予定日
※工事着手予定日にかかわらず、実際の工事は、予約番号を受領してから着手してください。
	　年　月　日

	
	太陽光発電設備
	公称最大出力(合計値)
※太陽光モジュールの公称最大出力
	Ａ
	
	(kW)
	※小数点第２位まで記載（小数点第３位切捨て）

	
	
	定格出力(合計値)
※パワーコンディショナーの定格出力
	Ｂ
	
	(kW)
	※小数点第２位まで記載（小数点第３位切捨て）

	
	
	出力値
※A又はBのうち低い値を小数点以下切捨てで記入
	Ｃ
	
	(kW)
	※小数点以下切捨て

	
	
	交付申請予約額
※C(kW)×８万円/kW
(ただし、上限45万円)
	
	
	,000(円)
	

	
	蓄電システム
(20kWh未満)
	蓄電容量
	Ｄ
	
	(kWh)
	※小数点第１位まで記載（小数点第２位切捨て）

	
	
	補助対象経費
※工事費込み・税抜き
	Ｅ
	
	(円)
	

	
	
	導入価格
※E(円)÷D(kWh)≦
12.5万円/kWhとなるよう努めること
	
	
	(円/kWh)
	

	
	
	交付申請予約額
※E(円)×1/3
(ただし、導入価格14.1万円/kWhの1/3を上限とすること)
	
	
	,000(円)
	※千円未満は切捨て

	２ 手続代行者
	申請方法が「手続代行者」の場合、下記に記載する者に当補助金申請の手続行為を委任します。
※申請者本人が申請する場合は記載不要。

	
	会社
支店・営業所名
	

	
	代表者役職・氏名
	

	
	担当者名
	

	
	電話番号
	

	３　重要事項
確認
	　下記の項目全てにチェックが入らない場合は、補助金の交付要件を満たしていないため土庄町自家消費型家庭用太陽光発電設備等設置費補助金交付申請予約申請書を受理できません。
　下記の項目以外の交付要件は、土庄町自家消費型家庭用太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱を御確認ください。

	
	

補助
要件
	　□
	再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成２３年法律第１０８号。以下「再エネ特措法」という。）に基づく固定価格買取制度（ＦＩＴ）の認定又はＦＩＰ（Feed in Premium）制度の認定を取得しないこと。

	
	
	　□
	電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条第１項第５号ロに定める接続供給（自己託送）を行わないこと。

	
	
	　□
	店舗・事業所等を除く自らが居住する既存住宅部分において、本事業により導入する太陽光発電設備で発電して消費する電力量を、当該太陽光発電設備で発電する電力量の30％以上とすること。

	
	
	　□
	太陽光発電設備が発電した電力及び蓄電システムが蓄電した電力は、店舗・事業所等を除く自らが居住する既存住宅部分において、消費すること。

	
	
	　□
	太陽光発電設備の発電量が計測できる機器を設置すること。

	
	
	　□
	補助対象システム等の法定耐用年数を経過するまでの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について J－クレジット制度への登録を行わないこと。

	
	
	　□
	再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）」（資源エネルギー庁）に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること。

	
	
	　□
	【蓄電システムを設置する場合】導入価格（設置に係る工事費を含み、消費税及び地方消費税の額を除く。）が12.5万円/kWh以下の蓄電システムとなるよう努めること。



